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4.2 事業化プロジェクトの内容 

4.2.1 森林資源のフル活用プロジェクト 

 
本町では、適正に森林を整備・保全しながら様々な森林資源の活用を行い、町民と森林

が深く関わりを持つ森づくりを目指しています。将来にわたる森林・林業の方向性を示す

「京丹波町森づくり計画」では、森づくりの将来像を「安らぎを与え、豊かな暮らしを支

える京丹波の森」と掲げ、下記の三つの基本方針を示しています。 
 

京丹波町の森づくりの基本方針 

１  豊かで健全な森づくり 

２  次世代へ続く経営態勢づくり 

３  木づかいの文化づくり 

 

本項では、この基本方針に基づき、「森林資源のフル活用プロジェクト」の概要及び推

進計画を示します。 
 
本町の約83％を占める森林は、用材としての木材生産のほかにマツタケ、シメジ、クリ

等の特用林産物の生産の場として、産業構造上でも重要な役割を果たしています。しかし

ながら、林業は、長期的な採算性の悪化、森林所有者の施業意欲の低下、高齢化、担い手

不足など、厳しい状況に置かれています。さらに、作業道などの基盤が整備されていない

森林も多く、搬出できない間伐材は林地残材となっています。今後、主要産業の林業をさ

らに活性化するためには、低コストで効率的な施業により、生産性を上げるとともに、製

材利用に加えて新たなマテリアル利用やエネルギー利用を推進することにより、地域内の

資源と経済の循環を図る必要があります。 

本事業化プロジェクトでは、 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

を総合的に取り組むことにより、森林資源をフル活用する体制を構築します。 

 

  

① 町内産材の活用（建材、家具などの需要の喚起） 

② 林業生産力の向上（路網整備と高性能林業機械による大規模集材・木の駅プロジェ

クトなどによる小規模集材） 

③ 林地残材の活用（建材用、家具用丸太等を生産する過程で発生する林地残材のエネ

ルギー利用、新たなマテリアル利用） 
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図 京丹波町が目指す森林資源利用の流れ 
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表 森林資源のフル活用プロジェクト（１） 

プロジェクト概要 

事業概要 

① 町内産材の活用 

平成22年度の緑の分権「命の里」促進事業の実施以降、本町では森林資源の活用に着

目し、平成25年度には「京丹波町森づくり計画」を策定し、本町の森林・林業政策を体

系的に推進している。なかでも、木材の需要拡大、特用林産物の振興など、町全体で森

の資源を活用する「木づかい文化」の醸成に力を入れている。今後もこれらの取組みを

継続するとともに、さらに充実した町内産材の活用推進（新庁舎への木材利用や町内産

木造住宅の建設等に対する支援など）に取り組み、町民一人ひとりが木のよさ、木のぬ

くもりを感じることができる環境をつくる。 

事業主体 京丹波町、府立林業大学校、製材所、家具店等 

計画区域 京丹波町全域 

製品・エネ

ルギー利

用計画 

 

〇京丹波ぬく森のイスプレゼント事業 

「京丹波町に生まれてくれてありがとう」そんな思いを込めて、生涯に

わたり木のぬくもりを感じて暮らす豊かな心の醸成と森林文化の創造に

寄与することを目的に、新生児に対し、町内産材で製作した「ぬく森のイ

ス」を贈呈する事業を平成26年度に開始した。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①原木の伐採（京丹波森林組合）②木材の製材・乾燥（町内製材所）

④仕上げ作業（町内ボランティア） 完成 

③製材品の加工（町内家具店等）

ぬく森のイス製作に携わった家具店の人のお話 

「このイスは、町産のヒノキで作られています。ヒノキ

は柔らかく、木のぬくもりを感じる素材。また、赤ちゃ

んのイスなのでデザインも丸く優しい感じにしました。

赤ちゃんがこのイスと一緒に成長してくれたら作ってい

る立場としてとてもうれしい。」 
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〇木育の実施、木育ひろばの開設 

平成26年度から本町の森林を舞台に環境教育（木育）の推進に努め、

豊富な森林資源から多くの学びを得る取組みを実施している。わち山野草

の森でのクラフト講座のほか、府立須知高校学校林（ウィードの森）での

小中学生を対象とした体験活動（森のぶるぶ）、ボランティアによる「ぬ

く森のイス」仕上げ作業等を行い、今後も継続して実施する。また、平成

27 年度に図書室の一角を町内産木材で木質化し、子どもたちが木のぬく

もりに触れながら絵本や木のおもちゃなどで学び・遊べる場として、「木

育ひろば」を開設した。 

今後とも、森林や木材を活用して、町全体で子どもの豊かな心を育む環

境を創り出す取組みを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇京丹波町産木材利用促進事業補助金 

コミュニティ単位で町内産材の利用促進を図り、林業・木材産業の活性

化、森林の健全化に繋げるため、平成27年度から地域住民組織等が町内

産木材を使用した施設や備品（倉庫、バス待合所、ベンチ、看板）の整備

等に要する経費に対し、補助金を交付している。 

 

〇建築物への木材利用 

平成28年に京都府によって府立丹波自然運動公園内に京都トレーニン

グセンターが整備された。整備に当たっては、町内産のスギ・ヒノキ約

800ｍ3（原木ベース）を使用し、府内最大規模の木造建築物になった。こ

のほか、府立北桑田高校（京都市右京区）と連携して、町内産材を使用し

た町営バス待合所を建設した。 

今後は、新庁舎の建設を予定しており、構造材や内外装材に町内産木材

を使った木のぬくもりを感じられる建物にするとともに、木質バイオマ

ス・太陽光などの自然エネルギーの活用も視野に入れて検討する。 

さらに、一般家庭等への木材利用を推進するため、町内産材を使用した

住宅の建築等に対する支援制度の創設を検討する。 

小中学生を対象にした木育（森のぶるぶ） 木育ひろばの開設 

子どもと一緒に木育ひろばに訪れたお母さんの声 

「（こういう場所ができて）親も子どももうれしい。子どもだけで

なく、大人も交流ができる場所になってほしい。」 
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年度別実

施計画 

＜京丹波町新庁舎建設計画＞ 

平成28年度：基本計画 

平成29年度：基本設計、実施設計 

平成30～31年度：造成工事 

平成31～32年度：建設工事 

平成28年度に具体化する取組み 

・京丹波ぬく森のイスプレゼント事業、環境教育（木育）事業等のソフト事業の継続 

・京丹波町産木材利用促進事業補助金の継続 

・新庁舎の基本計画の策定 

５年以内に具体化する取組み 

・新庁舎の建設 

・京丹波町住宅促進事業補助金（仮称）の創設 

効果と課題 

効果 

・木づかい文化の醸成 

→ぬく森のイスの贈呈、木育の実施、木育ひろばの開設などを通じて、町民一人ひとりが木

のよさ、木のぬくもりを感じ、日常の身近なところでも木を使う意識が高まる。 

 

・地域内の資源と経済の循環、林業及び木材産業の活性化、雇用の創出 

→木づかい文化の醸成や公共施設等への木材の積極利用等を通じて、町内産の木材に対する

需要が高まり、「伐る」⇒「使う」⇒「植える」⇒「育てる」の循環が生まれる。これに

より、森林・木材に関わる産業の活性化及び雇用の創出が図られる。 

 

・林業・木材関係者の仕事へのやりがい・誇り 

→林業・木材産業は、経済活動のみに留まらず、防災、環境保全、低炭素社会への貢献、豊

かな心の醸成など、社会的側面を持つ産業であり、ぬく森のイス贈呈事業などを通じて、

事業者自らが仕事へのやりがいや誇りを再認識する機会になる。 

 

・木の家づくり・建物づくりによる低炭素社会への貢献 

→住宅や公共施設に木材を使用することで CO2を固定することができる。さらに、町内産の

木材であれば、遠方から木材を輸送する場合より燃料消費を抑えることができる。 

課題 
・製材用木材等の利用が増加すれば、必然的に林地残材も増加することから、新たなマテリア

ル利用やエネルギー利用を推進して、林地残材の有効利用を図ることが必要 

平成28年6月に竣工した 
京都トレーニングセンター 

構造材の全て、

内外装材の大部

分に町内産材を

ふんだんに使用
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表 森林資源のフル活用プロジェクト（２） 

プロジェクト概要 

事業概要 

② 林業生産力の向上 

森林資源量解析システムを利用した効率的な木材生産により、町内外の木材需

要に対応するとともに、製材用材とあわせて林地残材を搬出して、燃料やパレッ

ト原料等の新たな用途先に供給する。 

事業主体 京丹波町、森林組合、森林所有者等 

計画区域 京丹波町全域 

施設整備計画 

【中規模・大規模集材】 

本町では、平成26～27年度の２ヵ年で森林資源量解析システムを導入した。こ

れにより、町内の森林資源情報、森林所有者情報、路網情報、施業履歴情報、詳

細地形図等を正確に把握・分析することが可能になるとともに、詳細な地形情報

をもとに路網設計をコンピュータ上で行うことができるようになった。また、航

空画像により森林を視覚的に捉えられることで、森林所有者への円滑な施業提案

が可能になった。 

今後、本システムを活用した森林資源の分布・賦存量等の把握、森林所有者へ

の施業提案による円滑な施業集約化、効率的な路網作設により、高性能林業機械

を組み合わせた計画的な搬出間伐や主伐の推進を図る。 

また、切捨間伐から搬出間伐への切り替えを促すとともに、健全な森林の育成

と森林資源の有効利用を図るため、間伐材の搬出を支援する「間伐材搬出促進対

策補助金」を創設する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林資源量解析システム 

森林資源量解析システムを活用している森林組合のお話

「このシステムが導入されたことにより、森林所有者の方に森林

の状況を正確に説明することができるので、集約化施業の同意を

取り付けやすくなる。また、施業する箇所のみでなく、山全体の

状況を把握することができるので、将来を見据えた道づくりが可

能になる。京丹波町の豊かな森林を適正に管理し、次世代に引き

継ぐためにこのシステムの導入は大変意義がある。」 
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【小規模集材】 

・林地残材を対象として、自伐林家等が収集及び製品化した薪を森林組合が購入

して販売管理を行う。 

・林業大学校が、昨年度、木の駅プロジェクトを試行したことから、林地残材や

竹を対象とした木の駅プロジェクトの実現可能性について、林業大学校や森林

組合等からの協力を得ながら検討する。 

製品・エネルギー
利用計画 ・搬出した森林資源は製材用材の他、チップ、薪、おが粉等に活用する。 

事業費 
・森林資源量解析システムの開発：5,000万円（平成26～27年度） 

・高性能林業機械の導入（プロセッサ、フォワーダ）：3,700万円 

平成28年度に具体化する取組み 

【中規模・大規模集材】 

・森林資源量解析システムの路網自動設計機能を活用した効率的な路網の設計・整備開始 

・間伐材搬出促進対策補助金の創設（28年度予算：300万円） 

５年以内に具体化する取組み 

【中規模・大規模集材】 

・高性能林業機械の導入 

【小規模集材】 

・京丹波町木の駅プロジェクト実行委員会（仮称）の設立の検討 

・実行委員会による林地残材の収集モデル事業の実施 

・実行委員会の規程及び運営マニュアルの策定 

・地域通貨を活用した補助金の創設と、町内商店との地域通貨の利用方法の調整 

・木製パレット等への竹の活用方法を検討する。 

１０年以内に具体化する取組み 

【小規模集材】 

・京丹波町木の駅プロジェクトの運用開始 

効果と課題 

効果 

・低コストで効率的な木材生産 

→森林資源量解析システムにより、どのような資源がどこにどれくらいあるのかを即時に

把握できるとともに、円滑な施業集約化や路網設計を行うことができるため、低コストで

効率的な木材生産が可能になる。 

 

・林業の活性化と雇用創出 

→町内外の需要に応える生産体制を確立することで雇用の創出につながる。特に、本町に

ある林業大学校では、将来の林業を背負う若者が学んでおり、意欲ある学生の雇用に結び

つける。 

 

・間伐の推進による森林の持つ多面的機能の維持、向上 

課題 

【中規模・大規模集材】 

・高性能林業機械導入の財源の確保 

・現場技能者や新規就業者の確保・育成 

【小規模集材】 

・木の駅プロジェクトの立ち上げにあたって、リーダーシップを持った人材の育成が必要 
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表 森林資源のフル活用プロジェクト（３） 

プロジェクト概要 

事業概要 

③ 林地残材の活用 

製材用材を生産する過程で発生する林地残材を有効利用するため、公共施設（保

育所、新庁舎など）や民間施設（福祉施設など）、住宅などに木質ボイラや薪スト

ーブを導入し、木材を熱源としたエネルギーの地産地消を目指す。 

実施時期 平成28年度 平成29年度頃 平成32年度頃 

事業主体 
京丹波町、 

民間事業者、町民 

京丹波町、 

民間事業者、町民 

京丹波町、 

民間事業者、町民 

計画区域 
・和知地区 

・京丹波町全域 
・京丹波町全域 

・新庁舎予定地 

・京丹波町全域 

原料調達計画 

・森林組合等から搬出された間伐材及び林地残材を

町内の既存施設でチップ燃料化。 

・薪は森林組合又は民間事業者等によって調達。 

・チップの需要が既存施設の

チッパーの製造能力を超え

る可能性がある場合、新たな

チップ生産体制を検討する。

・路網を延伸し、林地残材の

搬出量を増加させる。 

施設整備計画 

（ボイラ等） 

・町が事業主体となり

400kW の木質チップボイラ

を導入し、熱導管を敷設し

た地域熱供給を計画 

・熱供給先は長老苑（特別

養護老人ホーム）及びわち

エンジェル（保育所）の２

箇所とする 

・町内の民間施設等に木

質バイオマスボイラの

導入を推進する 

・新庁舎に木質チップボイラ

の導入を検討 

・その他の民間施設にも木質

バイオマスボイラの導入を

計画 

施設整備計画 

（ストーブ等） 

・公共施設への薪ストーブの導入を町が率先して行う（毎年１～２件程度）。 

・民間事業者や家庭向けの薪ストーブの導入補助を実施する（毎年20件を上限）。

製品・エネルギ

ー利用計画 

・長老苑及びわちエンジェ

ルにおける暖房及び給湯

の熱源として活用する。

・使用するチップの代金を

熱供給の対価として、町

から両施設へ熱を販売す

る形式をとる。 

チップ使用量：470t/年程度

・民間施設等の暖房及び

給湯の熱源として活

用する。 

・新庁舎の暖房及び給湯の熱

源として活用する。 

チップ使用量：130t/年程度

（※暖房・給湯利用の場合）

事業費 

（ボイラ等） 
174百万円   

事業収支計画 

（ボイラ等） 

[15年間の収支計画] 

・収入：55,608千円 

・支出：41,543千円 

・内部収益率：2.59％ 

  

事業費 

（ストーブ等） 

薪ストーブ購入補助金：年間200万円（20件） 

公共施設への薪ストーブの導入：年間200万円程度（１～２件） 
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平成28年度に具体化する取組み 

【木質チップボイラによる地域熱供給システムの構築】 

・環境省のグリーンプラン・パートナーシップ１号事業を活用して地域熱供給施設を整備する。あわ

せて、町内の林業・木材産業関係者と連携しながら、林地残材の収集・運搬、チップの製造・供給

までの体制を構築する。 

【薪ストーブ】 

・薪ストーブ等購入補助金交付事業の継続 

・公共施設への薪ストーブ導入 

５年以内に具体化する取組み 

・和知地区で整備する地域熱供給施設の効果を広くPRするとともに、他の福祉施設や製造業など、民

間事業者への木質ボイラの導入を働きかけ、横展開を図る。 

・和知地区の熱供給施設を環境学習の場として活用する。 

・和知地区の熱供給施設の背後にある町有地（空き地）へ農業ハウス等の熱需要施設を誘致し、地域

熱供給を拡大する。 

・平成32年度に計画されている新庁舎へ木質ボイラ、薪ストーブを導入することを検討する（事業化

調査及び基本設計、実施設計、設備導入）。 

・新たなチップ製造施設の整備の検討と、林地残材の搬出量の拡大。 

１０年以内に具体化する取組み 

・新たな地区への木質バイオマスによる地域熱供給の構築（和知地区の地域熱供給システムと同様に

熱需要施設が近接する地区を選定する） 

効果と課題 

効

果 

・単位面積当たりの森林の価値の上昇 

→木材のエネルギー利用により、製材用材のみならず林地残材も商品となり、収入増が期待で

きる。これにより、森林所有者の施業意欲の向上も期待できる。 

 

・地域内の資源と経済の循環、林業及び木材産業の活性化、雇用創出 

→新たな木材の販路ができることにより、資源と経済が循環し、林業及び木材産業（チップ製

造業など）の活性化と雇用の創出が図られる。 

 

・化石燃料消費量とCO2の削減、エネルギー自給率の向上 

→電気や灯油を木材で代替することにより、化石燃料と CO2 を削減することができる（和知地

区の地域熱供給システムにより252t-CO2/年、新庁舎及び薪による効果も含めると621t-CO2/

年の削減効果）。さらに、町内の木材を使用することにより、町内で消費するエネルギーの

一部を自給することができ、町外に流出していた燃料代が町内で循環する。 

 

・環境学習の場の提供 

→和知地区の熱供給施設を環境学習の場として活用することにより、子どもたちが木の持つ可

能性を学ぶことができる。 

 

・木づかい文化のコミュニティへの定着 

→長老苑では、入所者のみならず、地域の高齢者等にも浴場を開放することとしており、コミ

ュニティ単位で木のあたたかさを感じてもらう機会になる。 

課

題 

・木質バイオマスボイラ導入の財源の確保（特に民間施設） 

・木質ボイラの普及が進み、チップの需要が既存施設の製造能力を超える場合、新たにチップ製

造施設の整備が必要 
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  地域熱供給システム配置図 

木質バイオマスボイラ熱源システム模式図 
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4.2.2 食と農とエネルギーの循環利用プロジェクト 

 

酪農が盛んな本町では、年間およそ２万トンの乳用牛ふん尿が発生し、堆肥センターや

自家堆肥舎で堆肥化されています。これらの堆肥を使用した食用米、野菜、飼料用作物等

の栽培も行われていますが、町内には肉用牛の大規模肥育農家もあり、全体でみると堆肥

は余剰気味になっています。 

このため、乳用牛ふん尿の新たな活用方法としてメタン発酵によるエネルギー化に取り

組み、メタン発酵で得た熱を施設園芸等に利用するとともに、消化液を液肥として飼料用

作物、食用米、野菜などの栽培に利用し、耕畜連携や有機農業等を推進します。また、農

業機械の燃料にBDFを活用する等の低炭素型の農業を推進します。 

こうした、環境に配慮した農業の推進により、地域農業への魅力を高め、若者の就農を

促進し、新しい視点での６次産業化を推進します。 

このように、家畜排せつ物を「資源」と捉え、新しい耕畜連携の仕組みを構築するとと

もに、自然気象の影響を受けにくく安定したバイオマスエネルギー創出を目的として、食

と農とエネルギーの循環利用プロジェクトを推進します。 
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表 食と農とエネルギーの循環利用プロジェクト 

プロジェクト概要 

事業概要 

・乳用牛ふん尿のメタン発酵によるバイオガスエネルギー（熱、電気）創出 

・施設園芸等での熱利用、耕畜連携、有機農業等の推進 

・低炭素型農業の推進 

・家畜飼料の地産地消 

事業主体 京丹波町、酪農家、耕種農家等 

計画区域 丹波地区又は瑞穂地区 

原料調達計画 

・本町の酪農家は丹波地区及び瑞穂地区に分布し、運搬距離は5～6 kｍ圏内で、車の

場合10分～15分程度の距離内である。 

・現在も堆肥センターや自家堆肥舎へ農家が運搬し各自で投入することから、同様の

方法で運搬及び投入を行う計画とする。 

 

施設整備計画 

・丹波地区又は瑞穂地区にメタン発酵及び熱電併給施設の導入を計画する。 

・施設の整備は町が主体となって実施する予定。 

・施設規模は、町内の乳用牛ふん尿賦存量の50%を対象として概ね50kW程度の発電と

する。 

・同時に発生する100kW程度の熱は、発酵槽の加温等に活用するほか、新規就農者や

後継者の育成につなげるため、熱利用先として施設園芸や畜産物・農産物の加工場

の整備も視野に入れた計画とする。 

・本町の酪農家は住宅地周辺に位置していることから、近隣住民への影響を考慮して

設置場所を検討する。 

製品・エネル

ギー利用計画 

・電気は固定価格買取制度（FIT）による売電が最も事業性が高いが、本町内の送電

線容量はひっ迫しており、関西電力では数年後に送電線の増強を計画している。事

業採算性の向上を図るため、FIT を活用することを視野に入れて電力会社への早期

増強を協議するとともに、自己消費型でも採算性を確保できる設備とする。 

・副産物である消化液は、全量を液肥として町内の圃場で活用する。発生する乳用牛

ふん尿の50%を活用する場合、水稲だけで試算すると10a当り４トン～７トンの液

肥を散布する際に必要な面積は145～254haとなり、コメの作付面積の18～31％に

相当する。また、年間を通して一定の需要を確保するため、水稲の他に飼料作物や

特産の黒大豆、小豆、みず菜、クリなどの圃場に還元する方法を、モデル事業で実

証する。 



32 

年度別実施計

画 

・メタン発酵は、計画から実現までの準備期間が長くなることから、施設導入までに

着実な条件整備を実施する。 

・副産物（消化液）を液肥として農業で確実に活用するため、施設導入までにモデル

実証を行い、液肥に対する理解や啓発を図る。 

・平成 26 年度に設立した京丹波町畜産クラスター協議会において、関係者の合意形

成を図りつつ、採算性のある永続的な仕組みを検討する。 

 

【平成28～30年度】液肥の活用方法についてモデル事業を実施する。 

【平成28～30年度】事業計画策定：施設の規模・立地場所等の検討、ふん尿の運搬・

施設の運営・液肥の散布など各段階における主体の検討、液肥の普及方法の検討、

関係者及び周辺住民の合意形成等の条件整備を実施 

【平成31年度以降】実施設計・施設整備 

事業収支計画 

[20年間の収支計画] 

（FIT売電ケース） 

・施設整備：概算200百万円 

・収入：296,696千円 

・支出：258,500千円 

・内部収益率：2.1％ 

（自己消費ケース） 

・施設整備：概算190百万円 

・収入：163,920千円 

・支出：158,833千円 

・内部収益率：0.9％ 

平成28年度に具体化する取組み 

・耕種農家の協力のもと、町外のメタン発酵施設で生産されている液肥を使用して、作物の栽培実証

試験等をモデル事業として実施する。 

・メタン発酵施設の事業計画策定に着手する。 

５年以内に具体化する取組み 

・メタン発酵施設の実施設計、施設整備着手 

・メタン発酵施設周辺での農業用ハウス等の整備 

・作物の栽培実証試験を継続するとともに、主要作物における施肥マニュアルを作成する。 

１０年以内に具体化する取組み 

・液肥を活用した作物の差別化・ブランド化 

・メタン発酵施設を食育、環境エネルギー教育等の環境学習の場として活用する。 

効果と課題 

効

果 

【耕種農家のメリット】 

・メタン発酵で得た熱を利用した施設園芸 

  →通年で栽培が可能になり、年間を通じた農業収入を確保することができる。 

・液肥（消化液）による有機栽培等 

  →従来の化学肥料の代替（農業の低コスト化） 

  →作物の高付加価値化（特別栽培米等） 

  →飼料作物の有機栽培等による地域内循環利用 

【畜産農家のメリット】 

・堆肥化の労力、コストが減る。 

  →切り返し作業不要、配達散布不要 

  →水分調整材が購入不要 

・良質堆肥化 

→これまで全量堆肥化していたふん尿を一部メタン発酵にも振り分けることにより、堆肥

舎での熟成期間を十分に確保できる。 

・多頭経営に取り組みやすくなる。 
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  →堆肥舎の増設が不要になり初期投資が抑えられる 

・畜産経営の多角化 

  →６次産業化への取組み（ブランド牛乳、チーズ、ヨーグルト） 

・液肥（消化液）による有機栽培等 

  →飼料用稲、飼料用米による牛の健康管理と地産地消 

課

題 

・施設整備にかかる費用負担が大きい 

・電力会社との系統連系の調整、接続負担金の確認 

・夏期の熱利用先の確保 

・施設設置場所については、十分な住民の理解が必要 

・液肥の普及に向けた耕種農家との連携が不可欠 

・各作物（食用米、飼料作物、野菜、黒大豆、小豆、クリなど）への施肥試験とマニュアル化

が必要  
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5 地域波及効果 

本町においてバイオマス産業都市構想を推進することにより、計画期間内（平成 37 年

度までの10年間）に、次に示すような町内外への波及効果が期待できます。 
 

5.1 経済波及効果 

本構想における二つの事業化プロジェクトを実施した場合に想定される事業費がすべ

て地域内で需要されると仮定して、京都府産業連関表を用いて試算した結果、計画期間内

（平成37年度までの10年間）に次の経済波及効果が期待できます。 

 

表 京都府産業連関表を用いた経済波及効果（単位：億円） 

府内最終需要増加額 7.7億円 

項 目 生産誘発額 うち粗付加価値誘発額 うち雇用者所得誘発額

直接効果 7.7億円 3.7億円 2.4億円 

1次生産誘発効果 2.6億円 1.3億円 0.7億円 

2次生産誘発効果 2.1億円 1.5億円 0.5億円 

合計 12.4億円 6.5億円 3.6億円 

※ 直接効果：需要の増加によって誘発された生産活動のうち、直接発生した経済効果。（＝府内最終需

要増加額） 

※ 第１次間接波及効果（１次効果）：直接効果をもたらすために必要となる原材料を生産すること等に

より間接的にもたらされる経済効果。 

※ 第２次間接波及効果（２次効果）：直接効果と第１次間接効果により生産増加となった結果、雇用者

所得が増加し、その一部が消費にまわって新たな需要を発生させ、

さらに生産活動が行われることにより間接的にもたらされる経済

効果。 

※ 粗付加価値誘発額：生産誘発額のうち、原材料等として投入される財貨やサービス（中間投入）を除

いた粗付加価値の誘発された額。「粗付加価値」は、生産のために投入された労働

や資本等の額で、府民経済計算のＧＤＰ（＝府内総生産）に相当する。 

※ 雇用者所得誘発額：粗付加価値誘発額のうち、投入された労働の報酬として雇用者に支払われる額。 
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5.2 新規雇用創出効果 

本構想における二つの事業化プロジェクトの実施により、京丹波町内の規雇用者数の増

加は次のように期待できます。 
表 新規雇用者数 

事業化プロジェクト 新規雇用者数 

森林資源のフル活用プロジェクト 

・林業従事者 

・チップ工場従事者 

3名 

食と農とエネルギーの循環プロジェクト 

 ・プラント運転 

 ・液肥散布 

8名 

合 計 11名 

 
 

5.3 その他の波及効果 

バイオマス産業都市構想を推進することにより、経済波及効果や新規雇用創出効果の他、

次の様々な地域波及効果が期待できます。 
 

表 期待される地域波及効果（定量的効果） 

期待される効果 指 標 定量効果 

地球温暖化防止 

低炭素社会の構築 

・バイオマスのエネルギー利用 

による化石燃料代替量 

電気：400,396 kWh/年 

熱：11,462 GJ/年 

・温室効果ガス(CO2) 排出削減量 987 t-CO2/年 

・エネルギー代替コスト削減量 29 百万円/年 

防災・減災の対策 ・災害時の燃料供給量 
チップ生産量：600 t/年 

薪生産量：240 t/年 

森林の保全 

里地里山の再生 

生物多様性の確保 

・林地残材の利用量、販売量等 

林地残材利用量：1,641 t/年 

チップ販売価格：7.2 百万円/年

薪販売価格：16.2 百万円/年

木づかい文化の醸成 ・長老苑浴室の利用者数 

【施設利用者】 

延べ5,710人/年 

【一般者】 

延べ1,440人/年 

※ 「4.2 事業化プロジェクトの内容」で示したように、各プロジェクトの効果には定量的に算定でき

ないものがあります。それらの効果の把握方法については、「7.2 進捗管理の指標例」に示していま

す。 
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6 実施体制 

6.1 構想の推進体制 

本構想が有効に機能し、具体的かつ効率的に推進するためには、例えば、バイオマスの

収集・運搬やマテリアル・エネルギー等のバイオマス製品の利用においては町民や事業者

等との協働・連携が不可欠であり、大学や研究機関等との連携や国や府による財政を含む

支援も、プロジェクトを実現し継続するためには必要であるなど、事業者・町民・行政が

互いの役割を理解し、関係機関を含む各主体が協働して取り組む体制の構築が必要です。 

このため、本構想では、策定に当たって設置した「バイオマス産業都市構想策定委員会」

で全体の進捗管理、評価等を行います。 
また、各プロジェクト実施の検討は、「木質バイオマスエネルギー活用推進委員会」及

び「京丹波町畜産クラスター協議会」で、合意形成を図りながら、構成員や町を中心に関

係者が一丸となって取り組むこととします。 
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6.2 検討状況 

 本町では、平成 22 年度から本格的に木質バイオマスの活用についての検討を開始しま
した。平成 27年 11月には「京丹波町バイオマス産業都市構想策定委員会」を設置し、バ
イオマス産業都市構想策定に向けた検討を行っています。これまでの検討状況を下表に示

します。 
 

表 バイオマス産業都市構想策定に向けた検討状況 

年月 プロセス 内 容 

平成22年度 計画策定 緑の分権改革推進事業 

平成23年度 設備導入 
木のぬくもり活用推進事業 

（薪ボイラの設置） 

平成25年4月 計画策定 京丹波町森づくり計画策定 

平成26年度 事業化調査 
グリーンプラン・パートナーシップ事業 ２号事業 

木質バイオマスエネルギー導入可能性調査 

平成27～平成28年度 設備導入 

グリーンプラン・パートナーシップ事業 １号事業 

木質バイオマスエネルギーによる地域熱供給 

（木質チップボイラの実施設計及び設備導入） 

平成27年11月 委員会 
第１回 京丹波町バイオマス産業都市構想策定委員会 

（地域のバイオマス利用の現状について） 

平成28年1月 委員会 
第２回 京丹波町バイオマス産業都市構想策定委員会 

（地域のバイオマス利用の課題と方向性について） 

平成28年2月 委員会 
第３回 京丹波町バイオマス産業都市構想策定委員会 

（事業化プロジェクトについて） 

平成28年5月 委員会 
第４回 京丹波町バイオマス産業都市構想策定委員会 

（バイオマス産業都市構想の選定に向けて） 
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7 フォローアップの方法 

7.1 取組み工程 

本構想における事業化プロジェクトの取組み工程を下図に示します。 
本工程は、社会情勢等も考慮しながら、進捗状況や取組みによる効果等を確認・把握し、

必要に応じて変更や修正等、最適化を図ります。 
原則として、５年後の平成32年度を目途に中間評価を行い、構想の見直しを行います。 

 
表 本構想の取組み工程 

取組み項目 
事業年度（平成） 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

中間評価・事後評価     ▼     ▼

森林資源のフル活用プロジェクト           

 町内産材の活用 

▼各種事業の継続 

▼新庁舎の基本計画 

 ▼新庁舎の基本設計、実施設計 

  ▼造成工事 

   ▼建設工事 

     ▼運用開始 

 林業生産力の向上 

▼効率的な路網設計及び路網整備の運用開始 

 ▼資金調達計画、高性能林業機械の導入 

  ▼木の駅プロジェクトの準備開始 

 林地残材の活用 

▼薪ストーブの導入及び導入補助の継続 

▼木質チップボイラ導入 

 ▼民間施設への木質ボイラ導入計画・導入 

 ▼新庁舎への木質ボイラ導入計画 

    ▼新庁舎への木質ボイラ導入 

食と農とエネルギーの循環プロジェクト 

▼事業化計画、京丹波町畜産クラスター協議会での検討開始 

▼消化液の施肥試験開始 

   ▼実施設計等 

    ▼施設建設工事 

     ▼運転開始 

     ▼液肥利用開始 
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7.2 進捗管理の指標例 

本構想の進捗状況の管理指標を、プロジェクトごとに次表に示します。これらの指標を

基準として、５年毎の進捗状況を把握します。 
 

表 進捗管理の指標例 

施 策 進捗管理の指標 

全 体 

○ 各バイオマスの利用量、利用率及び目標達成率 ○資 

（⇒ 目標達成率が低い場合はその原因整理を行う） 

○ 雇用の増加数 ○人 

森林資源の 

フル活用プロジェクト 

 

 

 町内産材の活用 

○ 住宅や公共施設等への町内産材の使用量 ○資○経○暮 

○ 木育等の環境教育 ○人 

・木質バイオマス活用推進に関する広報 

・アンケート、イベント（セミナー、シンポジウム等）の実施回数 

・木育の参加人数、木育ひろばの利用者数 

 林業生産力の向上 

○ 間伐面積、搬出材積 ○資○暮 

○ 原木出荷額 ○経 

○ 路網の整備状況 ○資○経 

○ 森林経営計画の策定率 ○資○経 

 林地残材の活用 

○ 木質ボイラ、薪ストーブの導入台数 ○経○暮 

○ バイオマス活用施設におけるトラブルの発生状況、改善策等 

○ 木質チップ、薪の製造量、販売量 ○資○経 

○ エネルギー（熱）の生産量、地域内利用量（自給率）○資○暮 

○ 和知地区の熱供給施設での環境学習の開催回数、参加人数 ○人 

食と農とエネルギーの 

循環プロジェクト 

○ 施設整備の計画、設計、地元説明、工事等が工程通りに進んでいるか

○ メタン発酵施設におけるトラブルの発生状況、改善策等 

○ エネルギー（熱・電気）の生産量、地域内利用量（自給率）○資○暮 

○ 施設園芸等の熱利用先での熱の利用状況 ○資○経 

○ 液肥の利用者数、利用面積、利用量 ○資○経 

○ 堆肥の製造量、販売量、販売額 ○資○経 

○ 有機栽培等に取り組む農家数 ○暮○人 

○ 環境教育 ○人 

・畜産バイオマス活用に関する広報 

・アンケート、イベント（セミナー、シンポジウム等）の実施回数 

・食育、環境エネルギー教育の参加人数 

※１ 木育等環境教育の参加者、液肥利用者等に対し、随時、アンケート等を実施し、意見や感想など

を聴取することとする。 

※２ 「京丹波町創生戦略」で目指す「資源の循環」「暮らしの循環」「経済の循環」「人材の循環」につ

ながる指標をそれぞれ ○資 ○暮 ○経 ○人 とする。 
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7.3 効果の検証 

7.3.1 取組み効果の客観的検証 

本構想を実現するために実施する各事業化プロジェクトの進捗管理および取組み効果

の検証は、各プロジェクトの実行計画に基づき事業者が主体となって５年ごとに実施しま

す。 

具体的には、構想の策定から５年間が経過した時点で、バイオマスの利用量・利用率及

び具体的な取組み内容の経年的な動向や進捗状況を把握し、必要に応じて目標や取組み内

容を見直す「中間評価」を行います。 

また、計画期間の最終年度においては、バイオマスの利用量・利用率及び具体的な取組

み内容の進捗状況、本構想の取組み効果の指標について把握し、事後評価時点の構想の進

捗状況や取組みの効果を評価します。 

本構想の実効性は、PDCAサイクルに基づく環境マネジメントシステムの手法を用いて継

続して実施することにより効果の検証と課題への対策を行い、実効性を高めていきます。

また効果の検証結果を踏まえ、必要に応じて構想の見直しを行います。 

なお、中間評価並びに事後評価については、必要に応じて京丹波町バイオマス産業都市

構想策定委員会に意見を求め、各評価以降の構想等の推進に反映します。 
 

 

図 PDCAサイクルによる進捗管理及び取組み効果の検証 
  

Ｐｌａｎ （計画）
•バイオマス産業都市構想計画の策定

Ｄｏ （実施と運用）
•施策・事業の実施

Ｃｈｅｃｋ （点検と評価）
•バイオマスの活用状況の把握

•施策・事業の取り組み状況の把握

•成果指標の達成状況の把握

Ａｃｔｉｏｎ （見直し）
•施策・事業の見直し

•成果指標の見直し
必要に
応じて

5年目：中間評価
10年目：事後評価
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7.3.2 中間評価と事後評価 

（１）中間評価 

計画期間の中間年となる平成32年度に実施します。 

１）取組みの進捗状況 
7.1 項の取組み工程に基づいて、二つのプロジェクトごとに取組みの進捗状況を、

7.2 項に示した指標例を用いて確認します。利用量が少ない、進捗が遅れている等の

場合は、原因や課題を整理します。 

２）バイオマスの種類別利用状況 
2.1項の表で整理したバイオマスの種類ごとに、５年経過時点での賦存量、利用量、

利用率を整理します。これらの数値は、バイオマス活用施設における利用状況、事業

者への聞き取り調査、各種統計資料等を利用して算定します。なお、できる限り全て

の数値を毎年更新するように努めるとともに、把握方法についても継続的に検証し、

より正確な数値の把握、検証に努めます。 
３）構想見直しの必要性 
進捗状況の確認で抽出された原因や課題に基づき、必要に応じて目標や取組み内容

を見直します。 
①課題への対応 
各取組みにおける課題への対応方針を整理します。 
②構想見直しの必要性 
①の結果を基に、京丹波町バイオマス産業都市構想や各施策の実行計画の見直しの

必要性について検討します。 
４）構想の実行 
目標や構想を見直した場合を含めて、その達成に向けた取組みを実施します。 
 

（２）事後評価 

計画期間が終了する平成37年度を目途に、計画期間終了時点における「取組みの進捗

状況」、「バイオマスの種類別利用状況」に加えて、次の項目等について実施します。 

１）改善措置等の必要性の検討 
進捗状況の確認や評価指標による効果測定等により抽出された各取組みの原因や課

題について、改善措置等の必要性を検討・整理します。 
２）総合評価 
計画期間全体の達成状況について総合評価を行います。前項で検討・整理した改善

措置等の必要性や社会情勢の変化等を踏まえ、計画期間終了後の目標達成状況につい

て検討・整理します。 
京丹波町バイオマス産業都市構想策定委員会に上記内容を報告し、次期構想策定に

向けた課題整理や今後有効な取組みについて助言を得て検討を行います。 
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8 他の地域計画との有機的連携 

本構想は、「京丹波町総合計画」を最上位計画として、個別の計画や府における種々の

計画等との連携・整合を図りながら、バイオマス産業都市の実現を目指します。このほか、

必要に応じて、周辺自治体や府外を含む関係機関における構想・計画・取組み等とも連携・

協力しながら推進します。 
 

 

計画名 策定年月 期間 

第一次京丹波町総合計画 平成19年３月 平成19年度～平成28年度 

第二次京丹波町総合計画 平成28年度  

京丹波町創生戦略 平成27年11月 平成27年度～平成31年度 

京丹波町森づくり計画 平成25年4月 平成25年度～平成35年度 

京丹波町森林整備計画 平成23年4月 平成23年度～平成32年度 

京丹波町公共建築物における木材

の利用の促進に関する方針 
平成26年4月 

 

京丹波町地球温暖化対策実行計画 平成25年3月 平成24年度～平成28年度 

 

 


